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４ そ の 他 

 

 

 

５ 閉  会   



報告第６号 
 
 

合併協定書について 
 
 
 前橋市及び富士見村の合併協定書について、別紙のとおり報告する。 
 
  平成２０年８月７日提出 
 

                            前橋市・富士見村合併協議会 

                会長 高 木 政 夫 

 



別紙 
 
 
 
 

合 併 協 定 書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前 橋 市 

富士見村  

 
 
 



 前橋市及び勢多郡富士見村（以下「両市村」という。）は、両市村の合併に関し、

事前に確認すべき内容について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条

の２第１項及び市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第３

条第１項の規定に基づく前橋市・富士見村合併協議会における協議結果を基本とし、

以下のとおり協定する。 
 
１ 合併の方式 
  勢多郡富士見村を廃し、その区域の全部を前橋市に編入する。 
 
２ 合併の期日 
  合併の期日は、平成２１年５月５日とする。 
 
３ 新市の名称 
  新市の名称は、「前橋市」とする。 
 
４ 新市の事務所の位置 
  新市の事務所の位置は、前橋市大手町二丁目１２番１号とする。 
 
５ 財産の取扱い 
    勢多郡富士見村の財産（権利及び義務を含む。）は、すべて前橋市に引き継ぐも

のとする。 
 
６ 議会の議員の定数及び任期の取扱い  
  前橋市の議会の議員の定数は、市町村の合併の特例等に関する法律第８条第２項

及び第３項の規定を適用し、前橋市の議会の議員の残任期間に限り、合併前の前橋

市の議会の議員の定数に、合併前の勢多郡富士見村の区域を区域として設けられる

選挙区の定数を加えた数とし、当該選挙区の定数は、３人とする。 
 
７ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 
  富士見村の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例等に関する法律

第１１条第１項の規定を適用し、前橋市の農業委員会の選挙による委員の残任期間

に限り、前橋市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 
  
８ 地方税の取扱い 
  地方税の取扱いについては、前橋市の制度に統一する。ただし、都市計画税につ



いては、富士見都市計画用途地域の区域に対し、市町村の合併の特例等に関する法

律第１６条第１項の規定を適用し、合併年度及びこれに続く５年度間に限り、課税

しない。 

なお、国民健康保険税の税率については、「２３ 各種事務事業の取扱い」にお

いて定める。 
 
９ 特別職の職員の身分の取扱い 
  富士見村の特別職の職員（村長、副村長及び教育長）の身分の取扱いについては、

両市村の長が別に協議して定める。 
  なお、両市村の合併に伴い、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条

第３項第３号の規定に基づく参与等の臨時又は非常勤の特別職の職は設置しない。 
 
１０ 一般職の職員の身分の取扱い 
  富士見村の一般職の職員は、すべて前橋市の職員として引き継ぐものとする。 
  なお、職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、前橋市の職員と不均

衡が生じないよう公正に取り扱うものとする。 
 
１１ 条例、規則等の取扱い 
  前橋市の条例、規則等を適用する。ただし、事務事業の取扱い等の協議結果を踏

まえ、合併と同時に所要の改正等を行うものとする。 
 
１２ 町名・字名の取扱い 
  富士見村の町名は、富士見村の意向を尊重し、「富士見町田島」、「富士見町引

田」、「富士見町横室」、「富士見町原之郷」、「富士見町小沢」、「富士見町米

野」、「富士見町時沢」、「富士見町小暮」、「富士見町石井」、「富士見町漆窪」、

「富士見町市之木場」、「富士見町山口」、「富士見町皆沢」及び「富士見町赤城

山」とする。 

  なお、富士見村の小字は、現行のままとする。 
 
１３ 慣行の取扱い 
 (1) 市章 
   前橋市の制度に統一する。 
 (2) 市民憲章 
   前橋市の制度に統一する。ただし、富士見村民憲章は、富士見地区の憲章とし

て継承していく。 



 (3) 市の木及び花 
   前橋市の制度に統一する。ただし、富士見村の木及び花は、富士見地区の推奨

の木及び花として伝承していく。 
なお、富士見村の鳥は、富士見地区の推奨の鳥として伝承していく。 

 
１４ 支所の取扱い 
  富士見村役場は、支所とする。 
  支所の組織は、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、合併から５

年後を目処に段階的に再編、見直しを行う。 
 
１５ 審議会等の取扱い 
  富士見村に置かれている審議会等は、原則として前橋市の審議会等に統合するも

のとする。 
  なお、独自に置かれている審議会等については、実態を考慮し整備するものとす

る。 
  審議会等の委員構成については、必要により富士見村の地域性に配慮した適切な

措置を講ずるものとする。 
 
１６ 一部事務組合の取扱い 
  富士見村は、群馬県市町村総合事務組合及び群馬県市町村会館管理組合から合併

の日の前日をもって脱退するものとする。 
 
１７ 消防団の取扱い 
  富士見村の消防団は、現行のまま新市に引き継ぎ、組織・形態については、合併

後に再編・整理等を行うものとする。 
  富士見村の消防団員の待遇等については、富士見村の制度を考慮し、前橋市の制

度に段階的に調整していくものとする。 
 
１８ 使用料、手数料等の取扱い 
 (1) 施設等の使用料については、原則として現行のまま新市に引き継ぎ、段階的に

基準を見直すものとする。 
 (2) 手数料については、前橋市の制度に統一するものとする。 
 (3) 公共物の使用料及び占用料については、前橋市の制度に統一するものとする。

ただし、公共物の使用料及び道路占用料は、経過措置により段階的に調整するも

のとする。 



 (4) 「２３ 各種事務事業の取扱い」において定める使用料、手数料等の取扱いに

ついては除く。 
 
１９ 公共的団体等の取扱い 
  公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各種団体の実

情を尊重しながら、次のとおり調整に努めるものとする。 
  ① 両市村に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとす

る。 
  ② 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。 
 
２０ 補助金、交付金等の取扱い 
  補助金、交付金等については、その事業目的、効果を総合的に勘案し、公共的必

要性、有効性及び公平性の観点から合併後速やかに調整を図るものとする。 
 
２１ 土地利用の取扱い 
 (1) 富士見都市計画区域は、土地利用規制の急激な変化を避けるため、合併からお

おむね１０年後に前橋都市計画区域に統合するまでの間、市街化区域と市街化調

整区域の区域区分（線引き）を実施しないものとする。 
 (2) 富士見都市計画用途地域の区域は、現行のまま新市に引き継ぎ、前橋都市計画

区域、大胡都市計画区域、宮城都市計画区域及び粕川都市計画区域の統合時期に

合わせて、前橋市全体として調整を図るものとする。 
 
２２ 地域審議会の取扱い 
  勢多郡富士見村の区域に市町村の合併の特例等に関する法律第２２条第１項及

び第２項の規定に基づく地域審議会を設置する。 
  なお、地域審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項については、別紙

のとおり定める。 
 
２３ 各種事務事業の取扱い 
 (1) 国民健康保険税の取扱い 
   国民健康保険税の税率については、合併年度はそれぞれの市村の例により、平

成２２年度に統一するものとする。 
 (2) 保健福祉事業の取扱い 
    保健福祉事業の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。ただ

し、富士見村で独自に実施している事業等については、地域の実情、実績等を考



慮し調整するものとする。 
 (3) 保育料の取扱い 
     保育料の取扱いについては、前橋市の保育料に統一するものとする。 
 (4) 介護保険料の取扱い 
   介護保険料の取扱いについては、前橋市の介護保険料に統一するものとする。 
  (5) 環境対策事業の取扱い 
    ① 騒音、振動、悪臭及び特定建設作業の規制、測定、監視等については、現行

のままとする。 
② 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業については、前橋市の制度を適用

する。 
 (6) 清掃事業の取扱い 
    ① ごみの分別及び収集については、新市に移行後も当分の間、現行のままとし、

段階的に調整する。ただし、犬、猫等の小動物の死体収集については、前橋市

の制度に統一する。 
    ② ごみ処理手数料については、前橋市の制度に統一する。 
    ③ ごみ処理に関する助成制度については、前橋市の制度に統一する。ただし、

平成２２年度限りで終了予定のわが町リサイクル庫設置補助制度については、

富士見地区に限り、平成２３年度まで実施する。 

  ④ し尿収集については、現行のままとする。ただし、し尿収集手数料及び負担

軽減助成金については、前橋市の制度に統一する。 
    ⑤ ペットボトルの処理及び売払いについては、前橋市の制度に統一する。 

⑥ ごみ処理施設に関する地元還元対策については、現行のままとする。 
 (7) 商工・観光事業の取扱い 
  ① 富士見村で行われているまつり・イベントの取扱いについては、当分の間、

現行のままとする。 
  ② 金融制度の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。 
 (8) 農業施策の取扱い 
   農業施策の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。ただし、

富士見村で独自に実施している施策等については、地域の実情、実績等を考慮し

調整するものとする。 
 (9) 水道事業 
  ① 水道料金については、前橋市の制度に統一する。ただし、合併時に料金の高

くなる使用量区分については、段階的に調整する。 
  ② 富士見村の簡易水道の取扱いについては、現行のまま新市に引き継ぐものと

する。 
③ 検針、料金徴収、加入金及び工事手数料については、前橋市の制度に統一する。 

 (10)下水道事業 



    ① 下水道使用料については、前橋市の制度に統一する。 
    ② 受益者負担金及び分担金については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。 
 (11)農業集落排水事業 
   農業集落排水事業使用料及び分担金については、前橋市の制度に統一する。た

だし、事業実施中の地区における分担金については、現行のまま新市に引き継ぐ

ものとする。 
 (12)合併処理浄化槽関係 
   合併処理浄化槽設置補助金については、前橋市の制度に統一する。 
 (13)学校教育関係の取扱い 
  ① 学校給食費については、合併時に統一するものとする。 
  ② 幼稚園の補助制度については、前橋市の制度に統一するものとする。 
  ③ 育英事業の取扱いについては、前橋市の制度を適用するものとする。 
 (14)社会教育関係の取扱い 
  ① 各種スポーツ教室の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。

ただし、富士見村で独自に実施している教室等については、地域の実情、実績

等を考慮し調整するものとする。 
  ② 公民館事業の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。ただ

し、富士見村で独自に実施している事業等については、地域の実情、実績等を

考慮し調整するものとする。 
  ③ 青少年海外派遣事業については、前橋市の制度に統一するものとする。ただ

し、富士見村で実施している中学生の海外派遣事業については、段階的に調整

するものとする。 
  ④ 図書館の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。 
 
２４ 新市基本計画 
    新市基本計画は、別添の「合併まちづくり事業計画」に定めるところによるもの

とする。 



 別紙 
 
   前橋市及び勢多郡富士見村の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する 

協議書 
 
 （設置） 
第１条 市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第２２条第

１項及び第２項の規定に基づき、合併前の勢多郡富士見村の区域（以下「対象区域」

という。）に地域審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
 （名称） 
第２条 審議会の名称は、前橋市富士見地区地域審議会とする。 
 （設置期間） 
第３条 審議会の設置期間は、平成２１年５月５日から平成３２年３月３１日までと

する。 
 （所掌事務） 
第４条 審議会は、対象区域に係る次に掲げる事務について市長の諮問に応じて審議

し、答申するものとする。 
 (1) 新市基本計画の変更に関すること。 
 (2) 新市基本計画の執行状況に関すること。 
 (3) その他市長が必要と認めること。 
２ 審議会は、対象区域に係る必要と認める事項について市長に意見を述べることが

できる。 
 （組織） 
第５条 審議会は、２０人以内の委員をもって組織する。 
２ 委員は、対象区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長

が任命する。 
 (1) 学識経験を有する者 
 (2) 公募による者 
 （任期） 
第６条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 
 （会長及び副会長） 
第７条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 



３ 副会長は、会長を補佐する。 
４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 
 （会議） 
第８条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、市長が招集する。 
２ 会議は、毎年度、開催するものとする。 
３ 委員の４分の１以上の者から審議を求める事項を示して会議の招集の請求があ

るときは、市長は、これを招集しなければならない。 
 （会議の運営） 
第９条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 
２ 会長は、会議の議長となる。 
３ 会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより、円滑な審議が著しく

阻害され、会議の目的が達成されないと認めるときは、会議の議決により一部又は

全部を非公開とすることができる。 
４ 議長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 
 （庶務） 
第１０条 審議会の庶務は、対象区域に置く支所において処理する。 
２ 審議会の庶務の調整は、企画担当部署において処理する。 

 （委任） 
第１１条 この協議に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
   附 則 
 この協議は、平成２１年５月５日から施行する。 



 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、署名押印のうえ、各自その１通

を保有する。 
 
 平成２０年８月７日 
 
 
          前  橋  市  長 
 
 
          富 士 見 村 長 
 
 
 

立  会  人 
 
 
          前橋市議会議長 
 
 
              富士見村議会議長 
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